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は
日
韓
で
根
本
的
に
食
い
違
っ
て
い
る
。
日
本
は
非
核
化
が
実
質
的

に
進
展
す
る
ま
で
北
朝
鮮
に
対
す
る
制
裁
を
維
持
す
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
立
場
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
韓
国
は
北
朝
鮮
の
「
善
意
」
に

対
し
て
国
際
社
会
も
「
相
応
の
措
置
」
で
応
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
。

　

韓
国
は
昨
年
末
、
北
朝
鮮
と
鉄
道
を
連
結
す
る
着
工
式
を
挙
行
し

た
際
も
、
制
裁
の
例
外
と
し
て
位
置
付
け
た
。
式
典
ま
で
は
米
国
も

許
容
し
た
が
、
そ
れ
以
上
の
南
北
の
経
済
協
力
の
進
展
は
北
朝
鮮
の

非
核
化
が
大
前
提
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
、
北
朝
鮮
の
金
正
恩
国
務
委

員
長
は
新
年
辞
を
通
じ
て
、
開
城
工
業
団
地
と
金
剛
山
観
光
の
再
開

を
呼
び
か
け
る
こ
と
で
、
国
際
的
な
制
裁
の
隊
列
か
ら
韓
国
を
切
り

離
そ
う
と
し
て
い
る
。
昨
年
九
月
の
南
北
首
脳
会
談
で
採
択
さ
れ
た

平
壌
共
同
宣
言
で
は「
条
件
が
整
い
次
第
」と
一
応
留
保
さ
れ
た
が
、

こ
の
二
つ
の
事
業
は
韓
国
の
進
歩
派
の
間
で
は「
民
族
内
部
の
問
題
」

と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。

　

レ
ー
ダ
ー
照
射
に
つ
い
て
も
、
漂
流
し
て
い
た
北
朝
鮮
船
舶
に
対

す
る
人
道
的
な
捜
索
救
難
活
動
を
日
本
が
妨
害
し
た
と
理
解
し
て
い

る
。
対
日
政
策
だ
け
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
な
く
、
外
交
安
保
全
般

が
対
北
政
策
の
従
属
変
数
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

金
委
員
長
は
さ
ら
に
、「
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
米
韓
合
同
軍
事
演

習
と
戦
略
資
産
の
展
開
も
完
全
に
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

し
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
も
照
準
を
絞
っ
て
い
る
。
同
盟
も
、
価
値

や
利
害
の
共
有
よ
り
も
、
損
得
を
計
算
し
、
取
引
の
対
象
と
み
な
す

米
国
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
米
韓
同
盟
の
存
在
意
義
を
決
し
て
自
明
視
し

て
い
な
い
。
米
韓
は
在
韓
米
軍
の
費
用
分
担
を
折
り
合
え
な
い
ま
ま

年
を
越
し
た
。

　

在
韓
米
軍
の
規
模
や
有
事
即
応
能
力
は
日
本
の
防
衛
に
直
結
す
る

一
方
、
日
米
同
盟
や
在
日
米
軍
に
対
す
る
日
本
の
支
援
が
あ
っ
て
こ

そ
韓
国
防
衛
が
担
保
さ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
米
国
を
蝶
番
と
す

る
「
日
米
韓
」
連
携
の
意
義
は
「
空
気
」
の
よ
う
に
見
え
に
く
い
が
、

無
く
な
っ
て
か
ら
惜
し
ん
で
も
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。

　

南
北（
金
委
員
長
の
ソ
ウ
ル
訪
問
）と
米
朝（
二
回
目
の
首
脳
会
談
）

が
板
門
店
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
よ
う
に
再
び
連
動
す
る
の
か
、「
朝

鮮
半
島
の
完
全
な
非
核
化
」
に
か
か
る
賭ス

テ
イ
ク金
は
日
本
に
と
っ
て
も
極

め
て
高
い
。

「
も
は
や
無
効
」
と
い
う
賢
慮
は
「
も
は
や
無
効
」
か

　

三
月
一
日
と
八
月
一
五
日
は
毎
年
、
韓
国
大
統
領
が
日
本
に
対
し

て
何
ら
か
の
言
及
を
行
う
の
が
恒
例
に
な
っ
て
い
る
が
、
二
〇
一
九

年
は
四
月
一
一
日
も
「
盛
り
上
が
る
」
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

　

一
九
一
九
年
、
三
一
「
独
立
」
運
動
に
よ
っ
て
上
海
に
「
大
韓
民

国
臨
時
政
府
」
が
「
建
立
」
さ
れ
た
の
が
こ
の
日
で
、
今
年
で
ち
ょ
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五
月
に
発
足
三
年
目
を
迎
え
る
文
在
寅
政
権
は
、
和
解
・
癒
や
し

財
団
を
解
散
し
日
韓
「
慰
安
婦
」
合
意
を
実
質
的
に
骨
抜
き
に
し
な

が
ら
も
、
形
式
的
に
は
再
交
渉
や
破
棄
を
求
め
て
い
な
い
。
大
法
院

（
韓
国
最
高
裁
）
が
韓
国
政
府
の
従
前
の
立
場
と
も
異
な
る
判
決
を

示
し
た
旧
朝
鮮
半
島
出
身
労
働
者（「
徴
用
工
」）問
題
に
つ
い
て
も
、

文
政
権
は
事
態
の
収
拾
を
図
っ
て
い
な
い
。
海
上
自
衛
隊
の
哨
戒
機

に
対
す
る
韓
国
海
軍
駆
逐
艦
か
ら
の
レ
ー
ダ
ー
照
射
に
至
っ
て
は
、

偶
発
的
な
衝
突
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
重
大
事
で
あ
る
し
、
日
韓
が

互
い
に「
相
手
は
嘘
つ
き
だ
」と
公
然
と
言
い
争
う
事
態
に
な
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
文
政
権
に
対
日
政
策
は
あ
る
の
か
。
韓
国
と
は
も
は
や

「
基
本
的
価
値
」
だ
け
で
な
く
「
戦
略
的
利
益
」
も
共
有
し
な
く
な
っ

た
の
か
。
日
本
の
対
韓
政
策
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は
朝
鮮
半
島
全
体

に
対
す
る
戦
略
を
展
望
す
る
。

「
朝
鮮
半
島
の
完
全
な
非
核
化
」
を
め
ぐ
る
齟
齬

　

哨
戒
機
と
駆
逐
艦
が
対
峙
し
た
日
本
海
は
本
来
、
北
朝
鮮
に
よ
る

瀬
取
り
を
日
韓
が
共
に
監
視
す
べ
き
海
域
で
あ
る
し
、
防
衛
協
力
だ

け
は
揺
る
が
し
て
は
な
ら
な
い
分
野
の
は
ず
で
あ
る
。だ
か
ら
こ
そ
、

二
〇
一
六
年
一
一
月
に
よ
う
や
く
日
韓
Ｇ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ａ
（
秘
密
軍
事

情
報
保
護
協
定
）
を
締
結
し
、
文
政
権
も
Ｔ
Ｈ
Ａ
Ａ
Ｄ
（
高
高
度
地

域
防
衛
）と
同
じ
よ
う
に
、前
任
の
朴
槿
恵
政
権
の
政
策
遺
産
を「
清

算
」
せ
ず
、
一
年
ず
つ
二
回
、
延
長
し
た
。
北
朝
鮮
は
一
七
年
一
一

月
の
火
星
一
五
号
以
来
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
し
て
い
な
い
が
、
日

韓
を
す
っ
ぽ
り
射
程
圏
内
に
収
め
る
ス
カ
ッ
ド
や
ノ
ド
ン
は
実
戦
配

備
さ
れ
た
ま
ま
で
、
客
観
的
な
能
力
は
低
下
し
て
い
な
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
「
脅
威
」
認
識
や
対
処
法

新
潟
県
立
大
学
教
授

浅
羽
祐
樹

日
韓
は
、
基
本
的
利
益
や
戦
略
的
利
益
を
、

も
は
や
共
有
し
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

韓
国
の
最
近
の
行
動
と
原
理
を
読
み
解
く
こ
と
で
、

世
界
に
開
か
れ
た
、
新
た
な
日
韓
関
係
を
展
望
す
る
。

「
諦
韓
」
す
る
こ
と
は
な
い
。

あ
さ
ば　

ゆ
う
き　
一
九
七
六
年
生
ま
れ
。
立

命
館
大
学
卒
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学
院
政
治

学
科
博
士
課
程
修
了
。
博
士
（Ph.D.

）。
九

州
大
学
韓
国
研
究
セ
ン
タ
ー
講
師
（
研
究
機

関
研
究
員
）、
山
口
県
立
大
学
准
教
授
な
ど
を

経
て
現
職
。
北
韓
大
学
院
大
学
招
聘
教
授
。

著
書
に
『
戦
後
日
韓
関
係
史
』『
だ
ま
さ
れ
な

い
た
め
の
「
韓
国
」』
な
ど
。

「
普
通
」の
日
韓
関
係
へ
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「
特
殊
」
か
ら
「
普
通
」
へ

 

「
合
意
は
拘
束
す
る
（pacta sunt servanda

）」
と
い
う
の
は
法

の
一
般
原
則
で
あ
る
。
一
方
の
当
事
者
に
お
け
る
政
権
交
代
や
そ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
司
法
判
断
は
「
事
情
変
更
（clausula rebus 

sic stantibus

）」
に
は
該
当
せ
ず
、も
う
一
方
の
当
事
者
に
「
合
意
」

の
変
更
を
一
方
的
に
要
求
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
原
則
を
第

六
二
条
と
し
て
明
示
し
て
い
る「
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」

に
は
日
韓
両
国
と
も
加
盟
し
て
い
る
し
、
韓
国
憲
法
に
も
「
憲
法
に

拠
っ
て
締
結
・
公
布
さ
れ
た
条
約
と
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
国

際
法
規
は
国
内
法
と
同
じ
効
力
を
有
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

法
的
安
定
性
は
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
基
盤
で
あ
り
、
社
会
全
体

（public

）
の
利
害
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
普あ
ま
ねく
通
じ
る
」

ロ
ジ
ッ
ク
と
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
て
「
心
と
精
神
を
勝
ち
取
る
」

Ｐ
Ｒ
戦
略
が
欠
か
せ
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
「
特
殊
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
日
韓
関
係

も
、「
普
通
」
の
二
国
間
関
係
に
様
変
わ
り
し
た
。
歴
史
問
題
に
対

す
る
「
特
別
な
配
慮
」
は
も
は
や
不
要
／
不
用
で
、
国
力
の
差
も
埋

ま
る
中
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
と
利
益
を
最
優
先
に
す
る
「
自
国
第
一

主
義
」
が
前
景
化
し
て
い
る
。

　

そ
う
で
な
く
て
も
、
世
界
大
で
、
ル
ー
ル
や
規
範
に
基
づ
い
た
リ

ベ
ラ
ル
な
国
際
秩
序
に
綻
び
が
生
じ
て
い
る
。米
中
の
間
で
パ
ワ
ー・

ト
ラ
ン
ジ
ッ
シ
ョ
ン
が
進
む
中
、
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
安
保
に
お
い

て
も
、
米
国
の
「
寛
大
な
」
関
与
が
意
思
と
能
力
の
両
方
で
弱
ま
る

趨
勢
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
い
う
個

人
に
由
来
す
る
話
で
は
決
し
て
な
い
。
た
と
え
在
韓
米
軍
の
駐
留
が

続
い
た
と
し
て
も
、
中
長
期
的
に
は
、
中
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
圧
倒

的
に
大
き
く
な
り
、
朝
鮮
半
島
全
体
が
そ
の
勢
力
圏
に
取
り
込
ま
れ

て
い
く
可
能
性
が
高
い
。

　

米
国
離
脱
後
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
11
協
定
（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
）
の
発
効
や
イ
ン
ド
太
平
洋

構
想
に
は
、
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
構
造
変
化
に
対
す
る
日
本
の

積
極
的
な
外
交
姿
勢
（proactive diplom

acy

）
が
表
れ
て
い
る
。

前
者
は
自
ら
ル
ー
ル
・
メ
イ
キ
ン
グ
を
主
導
す
る
こ
と
で
米
国
の
復

帰
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
自
覚
を
促
す
一
方
で
、
後
者
は
日
米
共
同

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
中
国
を
「
包
摂
」
す
る
こ
と
で
国
際
社
会

の
責
任
あ
る
一
員
に
「
変
容
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

韓
国
も
「
諦
め
る
」
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
半
島
と
列
島
で
は
、

大
陸
勢
力
や
海
洋
勢
力
そ
れ
ぞ
れ
と
の
「
地
政
心
理
」（
ロ
ー
・
ダ

ニ
エ
ル
）
が
そ
も
そ
も
異
な
り
、
そ
の
差
が
広
が
る
の
は
半
ば
不
可

避
で
あ
る
と
諦
観
し
た
上
で
、
切
ら
ず
に
、
踏
み
と
ど
ま
ら
せ
、
完

全
に
は
追
い
や
ら
な
い
こ
と
が
当
面
の
ゴ
ー
ル
で
あ
る
。
●
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う
ど
百
年
を
迎
え
る
た
め
、
政
府
挙
げ
て
記
念
事
業
を
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
韓
国
憲
法
の
前
文
に
は
、
そ
の
「
法
統
（
英
語
版
で

は the cause

）
を
継
承
」
す
る
と
謳う

た
わ
れ
て
い
る
が
、
進
歩
派
は

「
大
韓
民
国
臨
時
政
府
」の「
建
立
」を
も
っ
て「
大
韓
民
国
の
建
国
」

そ
の
も
の
と
み
な
し
、
四
八
年
八
月
一
五
日
は
「
政
府
樹
立
」
に
す

ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
九
一
〇
年
の
韓
国
併
合
条
約

に
よ
る
日
本
統
治
期
は
「
日
帝
強
占
（
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
強
制

的
な
占
領
）」に
す
ぎ
ず
、不
当
で
不
法
、「
そ
も
そ
も
無
効
」と
な
る
。

　

当
時
、
中
華
民
国
も
含
め
て
、「
大
韓
民
国
臨
時
政
府
」
を
国
家

や
政
府
と
し
て
承
認
し
た
国
は
一
つ
も
存
在
し
な
か
っ
た
。「
朝
鮮
」

は
四
五
年
八
月
一
五
日
の
終
戦
／
光
復
ま
で
は
「
大
日
本
帝
国
」
の

領
域
だ
っ
た
し
、「
朝
鮮
の
独
立
」
は
五
一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
講
和
条
約
で
最
終
的
に
確
定
し
た
。

　

日
本
統
治
期
の
法
的
性
格
は
国
交
正
常
化
交
渉
に
お
い
て
最
大
の

争
点
だ
っ
た
が
、「
も
は
や
無
効
（already null and void
）」（
日

韓
基
本
条
約
第
二
条
）
と
い
う
か
た
ち
で
日
韓
両
国
が
折
り
合
い
、

六
五
年
に
妥
結
し
た
。
そ
れ
以
来
五
〇
年
以
上
、
こ
の
「
不
合
意
の

合
意
（agree to disagree

）」
と
い
う
双
方
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の

積
み
重
ね
に
よ
っ
て
日
韓
関
係
の
法
的
土
台
が
維
持
さ
れ
て
き
た
。

　

旧
朝
鮮
半
島
出
身
労
働
者
問
題
に
関
す
る
韓
国
司
法
の
判
決
は
こ

の
土
台
を
覆
す
も
の
で
、た
だ
単
に
日
韓
請
求
権
協
定
に
関
す
る「
解

釈
及
び
実
施
に
関
す
る
紛
争
」（
第
三
条
第
一
項
）に
と
ど
ま
ら
な
い
。

同
判
決
は
日
本
企
業
だ
け
で
な
く
、「
日
帝
強
占
」
は
「
そ
も
そ
も

無
効
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
前
提
で
過
去
の
清
算

を
日
本
に
完
徹
し
な
か
っ
た
韓
国
政
府
に
も
重
大
な
過
誤
が
あ
る
と

事
実
上
断
罪
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
韓
国
政
府
を
相
手
取
っ
た
集

団
訴
訟
も
企
画
さ
れ
て
い
る
。

　

文
在
寅
大
統
領
が
か
つ
て
大
統
領
府
高
官
と
し
て
仕
え
た
盧
武
鉉

政
権
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
韓
国
政
府
に
法
的
責
任
が
あ
る

と
認
め
、
国
会
と
共
に
そ
れ
な
り
に
救
済
に
取
り
組
ん
だ
。
今
後
、

韓
国
政
府
も
訴
訟
の
当
事
者
に
な
れ
ば
、何
ら
か
の
「
包
括
的
解
決
」

「
一
括
補
償
」
を
も
う
一
度
模
索
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
問
題
は
、

そ
れ
も
織
り
込
ん
で
自
ら
問
題
解
決
に
当
た
る
当
事
者
意
識
が
今
の

文
政
権
に
あ
る
か
ど
う
か
だ
が
、
朴
政
権
に
よ
る
慰
安
婦
合
意
が
糾

弾
さ
れ
る
中
で
、
も
う
一
つ
の
「
火
中
の
栗
」
を
拾
お
う
と
す
る
者

は
誰
も
い
な
い
。

　

す
で
に
日
本
企
業
の
資
産
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
状
況
で
あ
る
。

安
倍
首
相
は
「
対
抗
措
置
」
を
取
る
と
明
言
し
て
い
る
。「
外
交
上
の

経
路
」（
日
韓
請
求
権
協
定
第
三
条
第
一
項
）で
埒
が
明
か
な
け
れ
ば
、

「
仲
裁
委
員
会
」（
同
条
第
二
項
）
の
設
置
で
あ
れ
、
国
際
司
法
裁
判

所
へ
の
提
訴
で
あ
れ
、
日
韓
関
係
の
あ
り
方
は
当
事
者
同
士
だ
け
で

な
く
、
第
三
者
に
開
か
れ
た
か
た
ち
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。


